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東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の

基準に関する条例の一部を改正する条例について 

  区分 〇 １審議事項  ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 

 部課 

 機関 

 

１．要 旨 

令和６年１月２５日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、標記の条例について改正を行うもの

である。 

（１）主な内容 

① 他事業所等との管理者の兼務について、限定要件に関する規定を削除する。 

② 事業所における運営規定の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載するこ

とを義務付ける規定を追加する。 

③ 身体的拘束等の制限及び拘束等を行う場合の記録等に関する規定を追加する。 

④ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置を義務付ける規定を追加する。 

⑤ 高齢者施設の利用者の病状の急変が生じた場合等において、対応可能な協力医療機

関を常時確保する等、医療機関等の連携体制を構築する規定を追加する。 

⑥ 第２種協定指定医療機関との間で、予め、新興感染症の発生時等の対応を取り決め

る規定を追加する。 

   ⑦ その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。 

（２）施行日  

令和６年４月１日 

（３）影響及び効果 

 条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型介護予防サービスの

事業の適正化に資することができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和６年１月 改正基準省令の交付 

令和６年２月 文書課において審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  令和６年第１回市議会定例会に議案として提出したい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


